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【議案第１号】滝沢市空家等管理活用支援法人の指定について 

１空家等管理活用支援法人の指定に係る方針について（前回協議済事項） 

◆空家等管理活用支援法人制度 資料１-２  

 「空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号）」の

一部を改正する法律が令和５年１２月１３日に施行され、新たに「空家等管理

活用支援法人」制度（以下「支援法人」制度という。）が制定された。 

◆本市における支援法人の指定に係る方針 

 本市では、市シルバー人材センター及び市商工会との三者協定により、空き

家所有者からの相談内容に応じて業者を紹介する体制を整備しており、相談が

多い草刈りや補修・解体工事などについて対応可能な状況にある。 

 よって、本市は現時点で早急に支援法人を指定する状況にないと考えている

が、今後、既存の体制では対応できない専門的知識を有する法人等の協力が必

要となる状況も想定されることから、必要に応じて支援法人を指定する方針と

する。 

２  空家等管理活用支援法人の指定に関する審査基準（案）  

 本市の方針に即した支援法人の指定事務を行うため、空家等管理活用支援法

人の指定等に関する事務取扱要綱を作成する必要がある。 

令和５年１１月３０日に、国から「空家等管理活用支援法人の指定等の手引

き」が示されたことを踏まえ、事務取扱要綱に記載する「支援法人の指定に関

する審査基準」について協議する。 

 

◆滝沢市空家等管理活用支援法人の指定に関する審査基準（案） 資料１-３  

 

◆指定の有効期間 

 指定の日から起算して５年を超えない範囲内とする。 
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◆滝沢市空家等管理活用支援法人の指定に関する審査基準（案） 

 次に掲げる基準のいずれにも該当すると認める場合は、支援法人として指定

する。 

（１）  申請者が、特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２条第

２項に規定する特定非営利法人、一般社団法人若しくは一般財団法人

又は空家等の管理若しくは活用を図る活動を行うことを目的とする会

社であること。 

（２）  申請者が支援法人として行おうとする業務が、空家等対策の推進に関

する特別措置法（平成２６年法律第１２７号。以下「法」という。）

第７条第１項に基づく空家等対策計画に適合するもので、市の空家等

対策の推進のために支援法人に行わせる必要があると認められるもの

であること。 

（３）  申請者が支援法人として行おうとする業務の方法が、法第２４条に規

定する業務として適切なものであること。 

（４）  申請者が、法第２４条に規定する業務を適正かつ確実に実施するに足

る専門性又は空家等の管理若しくは活用等に関する活動実績を有する

こと。 

（５）  申請者が、必要な人員の配置、個人情報の保護その他業務を適正かつ

確実に実施するために必要な措置を講じていること。 

（６）  申請者が、業務を適正かつ確実に実施するために必要な経理的基礎を

有すること。 

（７）  指定を取り消され、その取消しの日から２年を経過しない者でないこ

と。 

（８）  滝沢市暴力団排除条例第２条第２号の暴力団、同条第３号の暴力団

員、同条第４号の暴力団員等、同条第５号の暴力団経営支配法人等又

はこれらの者と密接な関係を有する者に該当しないこと。 

（９）  役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。 

ア 未成年者 

イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 
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ウ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行 

を受けることがなくなった日から２年を経過しない者 

エ 心身の故障により業務を適正に遂行することができない者 

オ 暴力団員等 

（１０）  市税並びに法人税、消費税及び地方消費税の滞納がないこと。 

 

＜参考＞ 

空家等対策の推進に関する特別措置法(平成２６年法律第１２７号) 一部抜粋 

（支援法人の業務） 

第２４条 支援法人は、次に掲げる業務を行うものとする。 

 １ 空家等の所有者等その他空家等の管理又は活用を行おうとする者に対

し、当該空家等の管理又は活用の方法に関する情報の提供又は相談その他

の当該空家等の適切な管理又はその活用を図るために必要な援助を行うこ

と。 

 ２ 委託に基づき、定期的な空家等の状態の確認、空家等の活用のために行

う改修その他の空家等の管理又は活用のため必要な事業又は事務を行うこ

と。 

 ３ 委託に基づき、空家等の所有者等の探索を行うこと。 

 ４ 空家等の管理又は活用に関する調査研究を行うこと。 

 ５ 空家等の管理又は活用に関する普及啓発を行うこと。 

 ６ 前各号に掲げるもののほか、空家等の管理又は活用を図るために必要な

事業又は事務を行うこと。 


